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令和3年4月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17313号） １８
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
五
号

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
九
号
（
東
京
都
地
球
温

暖
化
対
策
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
四
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
編
第
五

七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７
報
告
書
の
提
出

報
告
書
の
提
出
は
、
規
則
第
５
条
の
１９及

び
次
に
掲
げ
る
と

お
り
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
及
び
複
数
の
事
業
所
等
に
つ
い

て
報
告
書
を
提
出
す
る
任
意
提
出
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
本

社
等
に
お
い
て
各
事
業
所
等
の
報
告
書
を
と
り
ま
と
め
、
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

⑵
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
等
は
、
可
能
な
限
り
、
知
事
が

提
供
す
る
報
告
用
の
電
磁
的
記
録
で
報
告
書
を
作
成
し
、
こ

れ
を
保
存
し
た
媒
体
（
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
等
）
を
地
球
温
暖
化
対
策

報
告
書
提
出
書
に
添
付
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

⑶
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
等
を

報
告
書
に
添
付
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
第
３

２
⑵
イ
に
よ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
種
別
ご
と

の
使
用
料
の
推
計
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
根
拠
と
な
る
計

算
結
果
及
び
資
料
等

イ
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
渋
谷
区
代
々
木

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
五
百
十
八
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
北
区
王
子
六
丁
目

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

ひ

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ

の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
東
京
都
告
示
第
千
二
十
八

号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
南
砂
七
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム

ひ

化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合

物
三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
五
百
六
十
九
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
戸
川
区
平
井
三

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム

化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和3年4月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17313号） ２２

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高

限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
併

せ
て
、
同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
を
通
行

す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車

両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名
及
び
指
定
区
間

別
表
の
と
お
り

二

指
定
期
日

令
和
三
年
四
月
十
日

三

通
行
方
法

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・

一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、
次
の
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈠

走
行
位
置
の
指
定

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積

載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
車
線

か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接

す
る
施
設
等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み

出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障
害
物
に
接
触
し
な
い

よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

㈡

後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危

険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦

寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー

ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色



（第17313号）東 京 都 公 報令和3年4月9日（金曜日）２３

の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
料
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
で

「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇

所
に
掲
げ
る
こ
と
。

㈢

道
路
情
報
の
収
集

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が

あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情
報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇

所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

別
表

路

線

名

指

定

区

間

千
住
小
松
川
葛
西
沖

線

江
戸
川
区
臨
海
町
一
丁
目
地
先

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
一
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
港
港
湾

区
域
内
公
有
水
面
埋
立
て
に
係
る
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん

功
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
九
日

東
京
港
港
湾
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

令
和
三
年
四
月
九
日

二

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

三

埋
立
区
域

㈠

位
置

第
二
工
区
Ｂ
区
ロ
二
分
区

江
東
区
海
の
森
三
丁
目
南
側
地
先
中
央
防
波
堤
外
側
公
有
水

面
㈡

区
域

第
二
工
区
Ｂ
区
ロ
二
分
区

次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と

⑯
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

三
等
三
角
点
三
番
台
場
（
北
緯
三
五
度
三
八
分
〇

二
秒
二
八
九
五
、
東
経
一
三
九
度
四
六
分
二
二
秒

九
三
八
五
）
か
ら
一
四
二
度
三
七
分
三
〇
秒
五
、

〇
五
七
・
九
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
四
六
度
二
四
分
二
二
秒
四
九
一

・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点

⑱
の
地
点
か
ら
五
六
度
二
四
分
二
〇
秒
四
〇
・
〇

〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑰
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
二
四
分
二
二
秒
四
九
一

・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

第
二
工
区
Ｂ
区
ロ
二
分
区

一
九
、
六
四
〇
・
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

業
務
施
設
用
地
及
び
保
管
施
設
用
地

五

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

昭
和
四
十
九
年
七
月
二
十
二
日

四
十
九
港
営
規
第
五
十
一
号

六

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村

江
東
区

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
庁
出
張
所
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
四
月
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

東
京
都
教
育
庁
出
張
所
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
庁
出
張
所
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年

東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
の
表
東
京
都
教
育
庁
大
島
出
張
所
の
項
中
「
東
京
都
大
島

町
元
町
字
オ
ン
ダ
シ
」
を
「
東
京
都
大
島
町
元
町
字
赤
禿
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
五
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第

三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
田
調
理
師
専
門
学
校
の
連

携
措
置
に
係
る
科
目
に
つ
い
て
令
和
三
年
四
月
一
日
付
け
で
次
の
と

お
り
指
定
の
解
除
を
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会

指
定
の
解
除
を
し
た
連
携
措
置

に
係
る
科
目

指
定
の
解
除
を
し
た
連
携
措
置
に

係
る
科
目
に
対
応
す
る
高
等
学
校

の
科
目

現
代
食
生
活
論

公
衆
衛
生

食
品
の
安
全
と
衛
生
Ⅰ

（
食
品
衛
生
学
）

食
品



令和3年4月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17313号） ２４
◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

東
京
都
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
条
例
第
二
十

五
号
）
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
東
京

都
指
定
史
跡
旧
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
。

令
和
三
年
四
月
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会

指
定
が
解
除
さ
れ
た
も
の
（
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
付
）

種

別

名
称
、
員
数
、
所
在
地
、

指
定
区
域
等

所
有
者

東
京
都
指
定
史

跡

鈴
木
遺
跡

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
三
百
九

十
番
地
二
十
三
、
同
所
四
百
五

十
番
地
八
、
同
所
四
百
五
十
番

地
九
、
同
所
四
百
八
十
七
番
地

一
、
同
市
回
田
町
二
百
六
十
九

番
地
三
、
同
所
三
百
三
十
一
番

地
四

一
万
六
千
四
百
五
十
六
・
七
四

平
方
メ
ー
ト
ル

小
平
市

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の

収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
四
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17313号）東 京 都 公 報令和3年4月9日（金曜日）２５



令和3年4月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17313号） ２６
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の

収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
四
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17313号）東 京 都 公 報令和3年4月9日（金曜日）２７
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の

収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
四
月
九
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会


